
問い合わせ

日常生活の中で生じるさまざまな人権問題につい
て、人権擁護委員が無料で相談に応じます。秘密は
厳守いたします。当日直接会場へお越しください。

人権擁護委員による特設人権相談を開設します

令和4年12月5日（月）10：00～16：00
大阪市役所1階（南側）市民相談室
（最寄駅：Osaka Metro･京阪本線「淀屋橋」駅
1番出口、京阪中之島線「大江橋」駅6番出口）
市内在住・在勤・在学の方

日時

会場

対象

人権擁護委員は、人権擁護委員法に基づいて地
域住民の中から広く社会の実情に通じ、人権擁
護に理解のある方を市町村長が推薦し、法務大
臣が委嘱した民間ボランティアです。
様々な分野から選出された委員が、人権相談を
受けたり人権の考えを広めるなど、積極的に人
権擁護活動を行っています。

大阪法務局・大阪第一人権擁護委員協議会　
☎ 06-6942-1489　　FAX 06-6943-7406

各区の取組を紹介します

西淀川区には、たくさんの外国につながるこどもたちが住んでいます。日本で生まれたこ
どももいますし、帰国や来日して数年のこどももいます。
2年前に地域のこども支援団体である「西淀川インターナショナルコミュニティー」が、そう

いったこどもたちとその保護者を対象に「たぶんか高校進学セミナー」というセミナーを始め
ました。大阪の高校を受験する際の仕組みや高校進学の際にかかる費用等を説明し、こども
たちによりよい進路を選んでもらうための情報提供の場を用意したのです。
昨年度は、淀中学校・淀中学校区学校元気アップ地域本部運営協議会が協力することにな

り、会場を淀中学校にうつしました。西淀川区役所は区内小中学校の先生方に本セミナーを
案内し、外国につながるこどもたち特有の学習面での困り感や進路選択にあたっての悩み
などに理解を求めました。大阪市教育委員会指導部人権・国際理解教育グループ第一共生
支援拠点「らんまん」は、そこに通うこどもたちや保護者に本セミナーを案内しました。
そうして多くの団体が協力して実施するイベントとなった本セミナーを、今年度は初めて西

淀川区役所で実施しました。西淀川区だけではなく、大阪市内全域から多数のこどもたちが
参加してくれました。こどもたちの母国語も、フィリピン語・ネパール語・シンハラ語など6か国
語にわたります。中学生だけではなく、母国で中学校を卒業してから日本に来日し高校進学を
希望するこどもたちや、小学生も参加していました。みんな、どうやったら高校に行けるのか、
試験問題はどんなものなのか、お金はどれくらいかかるのか、熱心に話を聞いていました。
また、今回は自分たちと同じルーツの先輩と語り合うことを通じて、将来への夢を持っても

らうコーナーも用意しました。日本語だけではなく母国語も操ることができる、ということを
強みとして大学に進学している先輩や、好きなことを仕事としていることを誇らしく語る先輩
の言葉に、こどもたちの目も輝いていました。外国につながるこどもたちが、本セミナーを通
じてよりよい未来をつかみとってくれることを祈っています。

外国につながるこども やその保護者を対象に
「たぶんか　高校進学セミナー2022」を開催しました

西淀川区

人権擁護委員とは？

※

※「外国につながるこども」について
外国籍のこどもが抱える悩みは、国籍が日本で
あっても親が外国籍であるこどもや、海外から
帰国したこども等が抱える悩みと同様である場
合があるため、これらのこどもも含めて「外国に
つながるこども」という呼称を使用しています。

2470
差出有効期間
令和5年4月
30日まで

担当部署名 西淀川区役所保健福祉課
　　　　　こども福祉グループ
       ☎ 06-6478-9827
      FAX 06-6478-9989
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大阪市人権啓発・相談センター
ひとりで悩んでいませんか？
　大阪市にお住まいの方で、人権に関
することでお悩み、お困りのことがあ
れば、お気軽にご相談ください。
　専門の相談員が対応します。
プライバシーには十分配慮しています。
安心してご相談ください

電子メールによる
相談もできます！

大阪市人権啓発・相談センター

友だち追加
ID・QRコード

@osaka7830

https://jinken-net.jimdo.com/consultation/

※土曜日、年末年始（１２/２９～１/３）は休業

※人権相談の受付は、相談時間終了の30分前までです。

専門相談員による人権相談

06-6532-7830
06-6531-0666

な    や    み   ゼロ

相談時間　月～金／9：00～21：00
　　　　　日•祝／9：00～17：30

「KOKOROねっと」音訳版

大阪市人権啓発・相談センター

視覚に障がいをお持ちの方々に聞いていただ
けるよう、音訳ボランティアグループの皆様の
ご協力により、音声デイジー版を発行していま
す。音声デイジー版のCDをご希望の方は大阪
市人権啓発・相談センターまでご連絡ください。
また、MP3形式の音声は大阪市ホームページか
ら聞いていただくことができます。

06-6532-7631
06-6532-7640

（平日、午前9時から午後5時30分）

E-mail ca0016@city.osaka.lg.jp
https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/
　　　 page/0000081942.html

大阪市の人権に関する取り組
みや人権問題の今日的なテー
マやクイズなどを週1回配信し
ています！

ウェブサイトからも下記アンケートにお答
えいただくことができます。専用フォーム
に入力するだけで簡単に応募できます。

「KOKOROねっと」バックナンバーのお知らせ

大阪市人権啓発・相談センターなどの情報はこちら

大阪市人権啓発・相談
センターホームページ

大阪市市民局
Facebook

「KOKOROねっと」
バックナンバー

これまで発刊した「ＫＯＫＯＲＯねっと」の
バックナンバーについて、大阪市ホーム
ページに掲載しています。過去に特集し
た記事などで、ご参考になるものがある
かもしれませんので、ぜひご覧ください。

https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000234332.html

https://www.city.osaka.
lg.jp/shimin/page/
0000095095.html

https://www.facebook.
com/osakashi.
shiminkyoku/
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下記事項のあてはまる番号を○で囲むか、必要事項をご記入ください。

この情報誌を、どこで入手されましたか？
（その他の場合は具体的な場所をご記入ください）

この情報誌のなかで興味・関心を持った記事はありましたか？
（複数回答可）

あなたは、人権について関心がありますか？

この情報誌を読んで人権への興味・関心がわき、理解に役立
ちましたか？

今後もこのような情報誌を読んでみたい（発行したほうが良
い）と思いますか？

あなたの年代をお聞かせください。

この情報誌を読んだ感想やご意見、今後掲載してほしい内容
やご要望をお書きください。

◆次回のＫＯＫＯＲＯねっとNo.52は、令和5（2023）年3月発行の予定です。
主な設置・配付場所：市役所・区役所・大阪メトロ駅構内・市立各図書館等

1 駅構内　　2 市役所・区役所　　3 図書館　　4 学校、職場　
5 大阪市ホームページ　　6 デジタルブック
7 その他（　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　 ）

1 関心がある　　　　　2 すこし関心がある　　
3 あまり関心がない　　 4 関心がない

1 とても役に立った　　　　　2 役に立った　　
3 あまり役に立たなかった　　4 役に立たなかった

1 そう思う　　　　　2 どちらかといえばそう思う　
3 どちらかといえばそう思わない　　　4 そう思わない

1  10代　　　　　　2   20代　　　　　　3   30代
4  40代　　　　　　5   50代　　　　　　6   60代以上

1 わかりやすい情報・やさしいコミュニケーション　野澤　和弘さん（P.1～2）
2 あなたも「やさしい日本語」で話してみませんか？（P.3）
3 性の多様性尊重大賞の表彰を行いました！（P.4）
4 大阪市からのお知らせ（P.5）
5 各区の取組を紹介します/人権擁護委員による特設人権相談を開設します（P.6）


